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　これまでは所属する職場で算出されていた通勤手当が、センター化で「最遠駅
の通勤」として算出される方式に変更されています。

　標準報酬月額は基本給・超勤・諸手当に通勤手当が含まれ、4～ 6月の 3ケ
月平均支給額で算出します。標準報酬月額の等級が上がれば社会保険料 ( 健康保
険＋介護保険 ) と厚生年金の月額掛金も当然上がります。


